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監査結果の公表年月日 平成３１年２月６日

監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

＜地方独立行政法人徳島県鳴門病院＞
医業収益（診療報酬等個人負担分）について，未収のものがある。回収の努力は 未収金の回収については，「徳島県鳴門病院患者窓口未収金管理事務

うかがえるが，なお一層の収入確保に努める必要がある。 取扱要領」に基づき，文書，電話による督促を行うとともに，職員に
よる戸別訪問を実施し，未納者に対して分割納付や高額療養費制度等

平成29年度決算額に係る平成30年5月末の医業未収金 の活用について，丁寧に説明すること等により早期収納に努めている。
（診療報酬等個人負担分）残額 6,288,992円 また，会計窓口の24時間化や，振込による入金，クレジットカード

による支払を可能とすることにより，患者の利便性を高めるとともに，
支払困難者等に対しては，医療ソーシャルワーカーが患者のニーズに
応じた各種社会保障制度等を紹介することにより，未収金発生の防止
に努めている。
これらの取組の結果，医業未収金（診療報酬等個人負担分）の平成

29年度決算額に係る平成30年5月末残額6,288,992円が，平成31年3月31
日現在4,692,037円となり，1,596,955円減少した。
今後とも，公平性の担保と収入の確保のため，時間外診療における

身分証明書類等及び本人以外の連絡先の確認を徹底するなど，新たな
未収金の発生の抑制に努めるとともに，やむを得ず発生した未収金に
ついては継続的な督促を実施するなど，適切な債権管理に努めたい。

＜公益財団法人とくしま産業振興機構＞
割賦設備債権，リース設備債権，売却設備，設備資金貸付金及び求償権で未収の １ 未収金については，債務者及び連帯保証人に対する資産状況や支

ものがある。回収の努力はうかがえるが，なお一層の収入確保に努める必要がある。 払能力についての調査をもとに，電話や訪問，文書により督促を行
い，債務者の状況に応じ，訪問による現金回収の他，振込，手形に

平成29年度決算額のうち債権残額 545,562,893円 よる分納等により債権回収を行っている。債権回収の交渉に当たっ
ては，回収機会を逸しないよう迅速かつ臨機応変な対応の徹底を図
っている。
あわせて，平成28年度までは債権回収専門員を配置し，資産状況

の調査など専門的なノウハウをいかした取組を行い，平成29年度以
降においても，債権回収専門員から継承した回収ノウハウを活用し，



債務者及び連帯保証人とのコミュニケーションを密に図りながら状
況の把握に努めつつ債権回収を進めた結果，平成30年度は6,161,491
円を回収した。
また，法的に回収手立てを閉ざされた案件の他，債務者及び連帯

保証人の死亡などにより，回収が極めて困難となっている案件につ
いては，弁護士，公認会計士などからなる「延滞債権管理審査委員
会」による審査を行い，償却の妥当性が認められたものについて，
8,721,906円を償却した。
これらの取組により，平成29年度決算額で545,562,893円であった

収入未済額が，平成31年3月31日現在530,679,496円となり，
14,883,397円（うち償却額8,721,906円）減少した。

２ 今後の取組としては，債務者及び連帯保証人の資産状況，支払能
力などについてより徹底した調査を行い，債務者等の償還能力，資
力に応じた効率的な督促，交渉を実施するとともに，状況に応じて
法的措置による債権保全策を講じる等，積極的な債権回収を推進し，
債権回収が極めて困難であると認められる場合には，償却するなど，
適切な債権管理に努めたい。


